障害福祉サービス事業所の地域連携推進会議規定












特定非営利活動法人にじのかけ橋
２０２５年３月１７日施行



（趣旨）
第1条 この規定は、特定非営利活動法人にじのかけ橋運営指定障害福祉サービス事業所のサービス提供に事業者に求められる「利用者が人 らしく安心して暮らすことができるよう」この仕組みをうまく活用しながら、施設等と地域との連携を推進し、事業運営に活かしていくことを目的した地域連携推進会議についての必要な事項を定めるものとする。
（運営推進会の設置の目的）
第2条 地域連携推進会議は、が特定非営利活動法人にじのかけ橋（以下「事業者」という。）が行う、複数の事業所、特にグループホームみんなの家M＆M（沼津市、三島市、清水町）及び短期入所事業所ヘルプ柿原（沼津市、三島市、清水町）、就労継続支援A型事業所ワンルーチェ、就労継続支援B型事業所アルシオン、ミストラル、にじかけファーム（以下「事業所」という。）の活動状況、費用等について報告し、評価を受けるとともに、必要な要望や助言等を聞く機会を設けることにより、地域に開かれた事業運営及びサービスの質の向上を確保を図ることを目的として設置する。
（組織）
第3条 地域連携推進会議は、次にあげる選出単位から選出される会をもって構成する。
（1） 事業所の利用者（入居者）の代表
1 通所事業所各3名
2 事業所の利用者（入居者）の家族
3 地域住民の代表
・沼津市下香貫柿原の代表者
・三島市平田地区の代表者
・地域の代表者
4 行政の代表者
5 福祉団体の代表者
6 相談支援事業所の職員
・三島市
・清水町
7 企業の方
8 地域連携推進員
9 事業者
　・　特定非営利活動法人にじのかけ橋理事長
· 各事業所管理者または、サービス管理責任者
10 前号に掲げる者のほか、事業者の代表が必要として認めた者

２　前項の各号に掲げる者（以下「会議員」という。）事業者の代表が委嘱する。

（会議員の選出）
第4条 前条に掲げた各会議員は各々の選出単位ごとに定める選出方法に基づき選出する。また、選出単位において改選を行った場合は、改選後速やかに事業者に連絡をする。
（会員の任期）
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
（会議）
第6条 地域連携推進会議は、事業者の代表が招集する。
２　会議は、会議構成員、事業者の代表、事業者の管理者および事業者の代表者が指定する職員の参加をもって開催する。
３　会議の議長は、事業所の代表が行う。
４　会議の議長は、会議のおける議事の参考に供するために必要と認める場合は利害関係の有する者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
５　会議は、毎年、各事業所の実績、県への報告、会計監査、内部監査が終了した6月に開催をする。但し、定例会議のほか、事業者の代表が必要と認めて場合は、臨時会議を開催するものとする。
（会議の議題）会議の議題は、次に掲げる内容とする。
（1） 各事業所における活動状況報告及び会計等報告
（2） グループホームおいては、自己負担額等についての報告
（3） 各事業所利用者さんからの意見、要望等
（4） 運営推進会議における評価
（5） 地域連携推進員から各事業所の実情を報告することする。
（6） 前項にかかげるもののほか、事業者の代表が必要と認める事項
（記録の作成及び公表）
第7条 事業者は、会議の結果に関して、第6条に定める議題について記録を作成するとともに、当該記録をホームページ等により公表するものとする。
（日当の支給）
第8条 事業所は、各会議委員に対して、各会議員宅から会議場までの移動に要する交通費として金3000円を出席者に支給する。
（守秘義務）
第9条 地域連携推進会議の会議員においては、報告事項により利用者様の個人情報等に関する事項やご家族の情報等に関する事項について守秘義務がある。会議員在職中はもとより、離職後、辞職後においても守秘義務を負う。
あわせて、別紙守秘義務誓約書を会議前に事業者代表者に提出するものとする。

附則
　この規定は、令和7年3月17日から施行する。
　また、特定非営利活動法人にじのかけ橋運営推進イメージ図を別紙添付する。






























（書式１）
誓　約　書


特定非営利活動法人　にじのかけ橋
理事長　　鈴　木　俊　昭


　　私は、特定非営利活動法人にじのかけ橋運営の障害福祉サービス事業所運営推進会議において利用者様、ご家族等に関する事柄について知り得たことについて守秘義務を制約することを誓約いたします。


令和　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　







特定非営利活動法人にじのかけ橋運営推進イメージ図（案）

特定非営利活動法人にじのかけ橋
（事業者）



地域連携推進会議





就労継続支援A型事業所ワンルーチェ

就労継続支援B型事業所アルシオン
ミストラル・にじかけファーム

（三島市）
グループホームみんなの家M＆M
短期入所事業所
（三島市・沼津市・清水町）


地域連携推進員　（訪問）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域連携推進委員　（訪問）
